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2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により

放出された放射性物質による環境汚染が生じ、除染および廃棄物処理により環境回復が進められ、これら

により発生した除去土壌や廃棄物（以下、「除去土壌等」という。）約 1,400 万㎥が膨大であることから、

福島県外で最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設である中間貯蔵施設を整備し、仮

置場等から搬入の上保管している。環境省では、福島県内各地に仮置されている大量の除去土壌等を中間

貯蔵施設に搬入しており、輸送最大時には、1 日当たり 1,700 台程度（延べ 3,200 往復程度）の大型ダンプ

トラックが稼働するため、道路混雑・渋滞発生等による一般車両への影響が懸念された。特に車両が集中

する中間貯蔵施設周辺では大きな課題となり、そのため実施した除去土壌等の輸送による交通影響試算及

び輸送計画、輸送中のマネジメント（PDCA 管理）で得られた実績と今後の課題について事例報告する。 
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1. はじめに 

 

中間貯蔵事業は、福島県大熊町、双葉町に跨がる約

1,600ha（福島第１原発を囲むエリア）に受入・分別施設、

減容化施設、土壌貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設を整備する

とともに、福島県内における除去土壌等の輸送対象物量、

約 1,400 万㎥（2018 年 10 月時点）を輸送する事業である。 

地域の皆様のご理解とご協力により、2015年 3月から

搬入を開始し、2021年までの概ね搬入完了を目指し段階

的に輸送量を増大し、2019～2020 年度は、年間輸送量約

400万㎥、最大輸送車両台数としては、1日延べ 3,200往

復、1,700 台程度の 10 トンダンプトラックが稼働して輸

送を実施した。 

本稿では、この輸送事業の計画段階の社会環境への影

響を抑制するための対策、輸送実施段階における事故、

渋滞対策における ICT技術を活用した PDCA管理を中心

にその概要を報告する。 

 

2.  除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送概要 

 

(1) 輸送の基本原則 

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に当たっては、中

間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る検討会を経て、

輸送基本計画 1)において以下の事項を基本原則とした。 

① 安全かつ確実に輸送を実施すること 

② 短期間かつ円滑に輸送を実施すること 

③ 国民及び関係機関の理解と協力の下、輸送を実

施すること 

 

(2)  輸送対象と輸送の目標 

中間貯蔵施設への輸送対象物は、福島県内で発生した、 

① 除染に伴い生じた土壌及び廃棄物（草木、落葉・

枝、側溝の泥等） 

② 上記以外の廃棄物（放射能濃度が 10 万 Bq/kg を超

える焼却灰等） 

を基本とすることを輸送実施計画 2)で定めた。 

第 65 回土木計画学研究発表会・講演集

 1



中間貯蔵施設事業について、平成 28 年３月 27 日に

「中間貯蔵施設に係る「当面５年間の見通し」」を公表

し、輸送対象物量約 1400万㎥(2019 年 10 月時点）の中間

貯蔵施設への搬入に向け、用地や施設整備等の状況を踏

まえて輸送量を段階的に拡大し、2019年度の中間貯蔵施

設事業の方針において、2021年度末までに、県内に仮置

きされている除去土壌等（帰還困難区域を除く）の概ね

搬入完了することを目標とした。 

これまでの輸送において年間輸送量が最大（約 400万

㎥）となった 2019 年度から 2020 年度の輸送対象市町村

（計 29市町村）の範囲を図-2-2に示す。 

 

 
 

3. 中間貯蔵施設への輸送ルートの選定2) 

 

(1) 震災後の道路交通状況 

震災後は、避難指示区域の設定による一般車両の通行

制限や迂回交通の発生、住民の避難に伴う人口移動、復

旧・復興関連の交通流動等、浜通り地方を中心に様々な

状況変化があった。避難指示区域の見直しにより、双葉

郡、南相馬市及び飯舘村の一部地域が帰還困難区域に設

定された。帰還困難区域では、すべての道路の入退域に

対して、通行証、身分証の確認を内閣府原子力災害現地

対策本部が行っている。 

国道６号の富岡町～双葉町間（約 14km）については、

平成 26 年９月 15 日から、通行証の所持・確認を要せず

に当該区間を通過できるようになった。 

よって、その他の輸送車両が集中する入退出域管理箇

所ではETCゲートを活用して迅速化を図った。 

また、常磐自動車道は、広野 IC 以南の県内区間は平

成 23 年４月に応急復旧が完了し、平成 24 年４月には南

相馬 IC～相馬 IC が開通したものの、広野 IC～常磐富岡 

IC 間は平成 26 年２月 22 日に再開通するまで、被災等に

より通行止めとなっていた。 

図-2-2 輸送対象市町村の推移 

図-3-2 常磐自動車道の震災後の開通経緯 

図-2-1 輸送量の推移(帰還困難区域分を含む)3) 図-3-1 帰還困難区域の通行規制 
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震災の影響により工事が中断されていたが、常磐自動

車道は、震災約 4 年後の 2015 年 3 月 1 日に全線開通さ

れ、中間貯蔵施設への輸送当初から利用することができ

た。 

東北自動車道と常磐自動車道を繋ぐ東北中央自動車道

(相馬福島道路)は、国土交通省東北地方整備局により、

整備が進められ、2019年 11月 22日に常磐自動車道に接

続され、北部方面からの輸送を迅速化することができた。 

 また、2019年3月31日常磐自動車道に大熊ICが、2020

年3月7日に常磐双葉 ICが開通し、中間貯蔵施設への輸

送車両の集中による沿道への負荷を軽減するとともに、

迅速化を図ることができた。 

 
(2) ピーク輸送時の輸送ルート 2) 

 仮置場等から中間貯蔵施設までの輸送ルートについ

ては、高速道路を最大限利用するルートと、所要時間が

最小になるルートの２つを比較し、沿線人口にも配慮し

つつ、走行距離や所要時間が多少長くても高速道路を積

極的に利用するルートを基本とし、地域の状況等を踏ま

えて設定した。 

福島県では、被災箇所の復旧や道路整備により、復

興・再生の進展等による道路網や交通量の変化が予想さ

れ、道路や交通の状況変化を調査・把握し、関係機関と

も調整の上、必要に応じて適切にルートの見直しを行う

こととした。 

 
なお、輸送車両の集中が予測される中間貯蔵施設の出

図-3-4 大熊 IC、常磐双葉 ICの整備 

図-3-4 輸送ルート(2019年度) 

図-3-3 東北中央自動車道の整備(2019.11時点) 
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入口周辺においては、一般交通への影響を最小限とする

ために、中間貯蔵施設区域内の道路状況も考慮し、輸送

車両ができる限り右折進入・退出とならぬよう立体交差

（アンダーパス、オーバーパス）や直進により進入する

平面交差を極力活用したルートとした。 

大熊 IC から中間貯蔵施設に至るルートについては、

復興拠点への影響を低減するため、工事用道路及び国道

6号を横断する跨道橋等を整備した。 

 
4. 全数管理による除去土壌等の管理2) 

 

(1) 輸送の統括管理 

除去土壌等の安全かつ確実な輸送を行うため、輸送対

象物の全数管理及びトレーサビリティの確保を図るとと

もに、的確に輸送車両の運行管理を行い、搬出から搬入

に至る輸送の全過程について、統括管理を行った。 

輸送車両は、GPS車載器を搭載しリアルタイムで以下

のとおり運行管理を行った。 

a) 積込場からの搬出時に、保管容器1個単位ですべ

ての積載物を輸送車両と結び付け、輸送車両と

その積載物を一体で管理した。 

b) 走行中の輸送車両の位置情報について、輸送車

両に搭載する GPS 車載器を用いて把握するとと

もに、システムに記録し、地図データ上に表示

し、その走行状況の監視を行った。 

 

 

(2) 輸送物の重量測定と放射能濃度の簡易測定 

荷重計等により各保管容器の重量を測定するとともに、

「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため

のガイドライン」（平成 23 年 12 月厚生労働省）に準拠

し、各保管容器の表面線量率（μSv/h）の測定値から放

射能濃度を算定した。 

(3) 車両周辺での空間線量率の測定と必要な対策 

表面線量率が 30μSv/hを超える除去土壌等を積載する

輸送車両については、輸送車両から 1m離れた位置での

最大の空間線量率が

100μSv/hを超えないこ

とを確認し、これを超

えている場合は、遮へ

い措置又は積載量を減

らす等の措置をとるこ

ととした。 

 

(4) 輸送カード発行による過積載、被ばく管理 

輸送カードは、運転者自らが輸送している輸送物を把

捉するとともに、事故発生時等において、輸送物の情報

や連絡先等を、現場で警察、道路管理者等に伝達するこ

とを目的とする。 

輸送車両が積込場を出発する前に、総合管理システム

により出力され、自動車登録番号、車種、搬出日時、重

量、行先等を記入した輸送カードにより搬出管理を行う。 

このシステムにより過積載および車両周辺の放射線量

の基準値超過を未然防止している。 

 

 
図-4-3 輸送カードによる全数管理 

図-4-2 車両周辺の空間

線量率管理 

図-4-1 GPS車載器による輸送統括管理 
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5.  輸送の影響評価とモニタリング2) 

 

輸送の影響評価にあたり，福島県内は，震災前後で人

口分布や利用可能な道路，交通状況等が大きく変わって

おり，道路交通センサスの観測交通量をはじめとした既

存の交通データが適用できない状況であった．そこで，

道路・交通管理者によるトラフィックカウンターデータ、 

将来交通量推計結果とともに、広域の交通量調査を実施

し輸送車両の通行量等を考慮して震災後の一般交通量の

データを作成した。輸送車両の交通量は、GPS車両位置

情報による通行実績から評価した。 

その上で，輸送車両の走行による３つの視点（交通混

雑、放射線被ばく、生活環境）で影響評価を実施した． 

 

(1)  交通混雑評価 

輸送による一般交通への影響については、定量的評価

である時間当たりの交通量に対する道路の交通容量の比

を用いて行った。 

現況の交通量に、除去土壌等の輸送車両の交通量を加

算した際の交通混雑を評価し、次の条件を目安として輸

送車両の分散等を行い交通量を調整した。 

・ 交通量／設計交通容量（時間）＜1.0（目安） 

・ 設計交通容量は、H27 道路交通センサスデータ等

を使用 

・ 交通条件は、一般交通量及び当該年度の輸送計画

で試算された輸送車両の交通量を使用 

年間輸送量が最大となった 2019 年度の輸送車両の日

交通量(台/日)、時間最大交通量(台/時)ならびに交通容量

比は図-5-1～図-5-3に示すとおり。 

 

中間貯蔵施設に車両が集中する常磐自動車道の下り区

間で交通容量比が最大となり、輸送車両の通行による渋

滞発生を防止するため交通容量比が 1.0 を上回らないよ

う輸送計画を調整した。 

年間輸送量がピーク(約 400万㎥/年)となった 2019年度

～2020年度の輸送車両の稼働台数は、1日当たり 1700台

程度（延べ3,200往復程度）、2年間の累計では約728,000

台となり、そのうち約 513,000 台 全体の 70%程度が高

速道路を利用した。 

 

(2) 輸送ルート沿道の放射線被ばく評価 

輸送に伴う沿道住民の追加被ばく線量が最大となるこ

とが想定されるケースとして、信号のある交差点付近の

住居の壁際に居住者が留まり続けるケースを考え、信号

のある交差点に輸送車が赤信号で停止することによる被

ばくと青信号で通過することによる被ばくを足しあわせ

ることにより、信号のある交差点付近の住居の壁際に留

まり続ける居住者に対する追加被ばく線量の評価を実施

した。あわせて、輸送中のモニタリングを実施し、影響

は小さいことを確認し、環境省の中間貯蔵施設情報サイ

ト等で公表した。 

 

(3) 輸送ルート沿道の生活環境評価 

大気質（二酸化窒素 浮遊粒子状物質）、騒音、振動、

粉じん等について、交通量にもとに事前評価するととも

に、輸送中のモニタリングにより影響が小さいことを確

認し、環境省の中間貯蔵施設情報サイト等で公表した。 
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図-5-1輸送車両の日交通量(台/日)の推計 

図-5-2 輸送車両の時間最大交通量(台/時)の推計 

図-5-3 輸送ルートの交通容量比の推計 
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 6. 渋滞抑制のための輸送マネジメント 

輸送計画の段階で、渋滞発生を防止するための計画調

整を図っているが、各地域の震災復興による一般交通量

の変動が予想されたため、ICT 技術を活用して輸送の実

施段階で交通状況、輸送車両の運行状況を把握し、輸送

の時間平準化による渋滞の未然防止を図る輸送マネジメ

ントを実施することとした。 

 

(1) 輸送マネジメントによるPDCA管理の概要 

各輸送ルートにおけるボトルネックとなる箇所の時間

交通量の予測評価に対して、全ての輸送車両の運行計画

を集約し横断的な発車時間の調整を行うことによって設

計交通量以下になるよう時間交通量の平準化に努めた。 

その結果を把握しさらなる改善に活用するPDCAサイ

クルによる輸送マネジメントを実施するため、全輸送車

両に搭載したGPS車載器データによってボトルネックと

なる箇所の通過実績を集計するとともに、道路管理者か

らトラフィックカウンターと ETC2.0 一般プローブデー

タを提供いただき、交通量と速度低の実績を把握した。 

さらに、輸送車両の ETC2.0 特定プローブデータによ

って速度低下箇所を抽出するとともに、AI カメラによ

って車間距離や車群形成状況を把握し、交通事故、渋滞

抑止のために活用した。 

 

(2) 常磐自動車道の輸送平準化による渋滞抑制 

 

a) 輸送車両の運行サイクルタイムの平準化調整 

常磐自動車道を利用する全輸送車両の運行サイクルタ

イムを受注者が計画した内容をデータベースに登録し、

事前集計することにより、交通容量を超過することがな

いよう運行計画の時間平準化の調整を実施した。 

 

b) サイクルタイムの予定と実績の比較 

輸送車両のサイクルタイムの予定と実績の比較は、輸

送車両のGPS位置データを分析することにより、評価対

象箇所の輸送車両の時間通過台数を評価した。 

これにより、トラフィックカウンターにけおる大型車

両の通行台数における輸送車両の割合を把握した。 

受注者毎に結果を集計することにより、輸送車両の運

行計画に対する管理の徹底を図った。 

 

c) 輸送車両の運行による速度低下への影響 

常磐自動車道は全線開通後も付加車線、4 車線化工事

が進められ利便性を高められて来たが、輸送車両が集中

する常磐自動車道は、暫定二車線区間が多いため、国土

交通省東北地方整備局から ETC2.0 一般プローブデータ、

NEXCO東日本東北支社からトラフィックカウンター 

 

のデータを定期的に提供を受け、輸送車両のGPSデータ

による走行履歴から、一般交通と輸送車両の交通量を識

別し、速度低下への影響を把握した。その一例を図-6-3

に示す。 

PDCA管理としては、設計交通容量を、輸送車両以外

の一般車も含めた時間通行台数が超過することによる速

度低下を生じさせないこととし、前述のサイクルタイム

調整の改善を二週毎に繰り返した。 

常磐自動車道の下り常磐富岡IC手前で輸送車両の通

行台数が最大となるため、輸送車両の運行により渋滞を

生じないようにするため、交通容量1,062pcu/hを超過

させないための輸送車両の時間通行台数の限界値を300

台/時、目標値を250台/時と設定し、平準化管理を実施

した。この値は、前年のトラフィックカウンターデータ

から一般車の通行特性を評価して算定した。 

輸送車両は、通学時間帯の運行を規制したことから、

一般車の朝、夕の交通集中に影響することはなく、10

時から15時程度に通過した。 

  

積込開始〜輸送カード発⾏
輸送カード発⾏〜仮置場出発
仮置場出発〜保管場到着
保管場到着〜荷下完了
荷下完了〜スクリーニング完了
スクリーニング完了〜輸送終了

計画 

実績 

図-6-1 輸送サイクルタイムの計画・管理の例 

図-6-2 各断⾯の到着時刻分布の集計による予定と実績の⽐較 
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また、車両に対する規制速度順守、車間距離確保を推

進するため、福島県警察等が実施している「東北ハイウ

ェイ・セーフティ作戦」に参加して、模範的な運転(ペ

ースカー)により、適正な速度の維持に努めた。 

輸送車両の時間交通量の平準化に努めた結果、暫定２

車線の常磐自動車道のいわき中央IC～常磐富岡IC(当

時)において、設計交通容量以下での交通状況を維持す

ることができ、平均速度は規制速度70km/hをわずかに

下回る程度を維持し、渋滞を発生させることなく輸送す

ることができた。 

しかしながら片側1車線区間では、車間距離が不足

し、車群が長いことが散見され、事故、渋滞の発生が懸

念されたため、量的管理とともに、走行特性の改善の把

握と改善を進めることとした。 

 

  

図-6-3 交通量と平均旅⾏速度(2020.10 の⼀例 ) 
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7. 走行特性の改善による事故・渋滞対策 

 

(1) 高速道路暫定二車線区間における事故、渋滞対策 

常磐自動車道においては、付加車線の設置、4 車線化

工事が進めれているが、特に暫定二車線区間において、

輸送車両を先頭とする車群が長くなることについて、改

善を求めるご意見があり、ビデオ観測調査を実施した。 

その結果、暫定二車線区間において、追い越しができ

ないことから、一般車も含めて本線を走行する車両の車

間距離が短く、車群が長くなっていることが散見された。 

本線の走行車両の車間距離が十分に取られていない場

合には、PA からの合流が困難となる場合もあり、事故

や渋滞が懸念されたことから、車間距離を確保するため

の安全指導に用いるため、輸送車両の ETC2.0 特定プロ

ーブデータや AI カメラによる車間距離、車群形成評価

を実施し、改善を図った。4) 

 

a) ETC2.0 特定プローブデータによるサグ部の速度低

下特性の把握 

国土交通省が提供している ETC2.0 特定プローブデー

タプローブ配信サービスは、ETC2.0車載器を装着するこ

とにより、全ての車両から統一されたデータフォーマッ

トで走行経路や走行速度などが比較的安価に収集できる。

そこで、輸送車両約2,000台のうちETC2.0車載器装着済

みの車両約400台を対象にETC2.0特定プローブデータ配

信サービスに登録し、データを取得し安全運転の指導に

活用することとした。 

取得した ETC2.0 特定プローブデータを活用し、輸送

車両が集中する常磐自動車道自動車道における輸送車両

の速度低下箇所を抽出し、道路線形・構造との関係整理

を行った。 

上り勾配への勾配変化点のサグ部とともに、輸送車両

の専用休憩施設を配置したならは PA（下り）から暫定

二車線区間の本線への合流する付近がサグ部となり輸送

車両の速度が低下するケースが確認された（図-7-1）。 

 

b) AIカメラによる走行状況評価 

速度低下箇所では車間距離も狭まりやすいことから、

輸送車両が安全上必要な車間距離を確保しているかモニ

タリングするため、ならは PA（下り）付近の走行状況

を撮影するカメラを常設し、AI 画像解析技術を用いて、

専用ゼッケンを装着した輸送車両を判別した上で、速度

及び車間距離を計測した（図-7-2） 

AI カメラの計測結果を基に、一定車間距離（例えば

70ｍ）を確保できていない輸送車両の割合を評価指標と

して整理し、特に狭い車間距離（50ｍ以下）の輸送車両

の動画を、輸送車両ドライバーへの注意喚起を要する事

例場面として抽出した。また、長大な車群の出現状況に

ついても図示化して安全指導に活用した（図-7-3）。 

 

車間距離確保に関する安全指導後の走行状況を速度プ

ロファイルにより確認すると、サグ部における速度低下

は発生しておらず改善がみられた（図7-4） 

  

図-7-2 AI画像解析による車間計測例 

図-7-1 常磐道における速度低下箇所における速度変化 

図-7-3 車群形成状況の評価例(カメラA分流前) 
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c) 合流部における事故・渋滞防止に向けた指導 

 

常磐自動車道ならは PA における輸送車両の専用休憩

施設から本線(暫定二車線)に合流する際の走行安全性の

向上および著しい速度低下の抑制のため、AI 等を活用

した画像解析等の方法を通じて、ならは PA で休憩した

後に本線に合流する際の輸送車両の車間距離を評価した。 

輸送車両は、緊急時の通報等のため、複数台の車両が

連行して走行することが多く、暫定二車線区間で本線に

連行して合流する際には、本線走行車両の車間距離が十

分取られていないと本線車両が急減速を強いられること

となり、追突と渋滞発生のリスクが高まる。 

ここで、ならは PA（下り）における輸送車両の本線

合流に関する課題課題のイメージを図-7-5に示す。 

 

 

合流時の輸送車両間の車間距離及び PA での発進状況に

ついては、現地に常設している AI カメラによりモニタ

リングを行い、車間距離が短くなった要因の分析結果を

毎月確認し安全指導に活用した。 

輸送車両は休憩後に、配備した誘導員が安全確認をし

て発車させるが、先行して発車した車両との間隔を確保

することを発車の要件に加えることで、本線合流時の車

両間隔を確保することを対策として追加した。 

観測を開始した 2020 年 8 月時点において車間距離が 

80m 未満である輸送車両の割合は約 35％であったか、

この対策により、2020 年 10 月以降は車間距離が 80m 未

満である輸送車両の割合は大きく低下したことを確認し

た（図-7-6）。 

 

(2) 一般道における事故、渋滞対策 

福島県中通りから浜通りに向けて山間地を通る国道

114 号線等の輸送ルートでは、待機場を整備したものの

カーブや勾配変化があることから安全走行に特に注意

が必要なルートのため、事故防止のため、ETC2.0 特定

プローブデータによる走行特性を把握して、安全指導

に利用することとした。 

また、国道6号では、夕方の渋滞に輸送を終えた車両

が多数含まれることから、AI カメラを活用した交通量

調査により改善を図った。 

 

a) ETC2.0特定ﾌﾟﾛｰﾌﾞ路側機設置 

ETC2.0 路側機が配備されていない一般道の特定プロ

ーブデータを欠測させることなく、網羅的に収集するた

め、中間貯蔵施設周辺に ETC2.0 簡易型路側機を設置し

た。簡易型路側機は民間事業者等の道路管理者以外が設

置することが可能な路側機であり、非直轄国道等の輸送

ルートを利用した輸送車両が除去土壌等を積み込んだ仮

置場から中間貯蔵施設に至る間の走行特性を把握するこ

とを目的として簡易路側機の配置検討を行い3台を設置

した。 

  

図-7-6 本線合流する輸送車両同士の車間距離推移 

 

図-7-4 輸送車両の走行速度プロファイルの推移 
（ならはPA（下り）付近） 

 

図-7-5 ならはPA から本線へ合流する際の留意点 
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b) ETC2.0特定ﾌﾟﾛｰﾌﾞによる山間部一般道の速度特性 

追加設置した路側機によって取得した ETC2.0 プロー

ブデータによる輸送車両の経路や走行特性を見える化す

ることにより、速度超過や急減速の多発区間を対象に、

輸送車両の走行状況を明らかにし、輸送事業者の安全な

輸送の実現に向けた安全指導に活用した。 
評価指標は、各輸送事業者の車両ごとの「旅行速度」

と「急減速発生箇所」の2指標に加え、その要因となる

「車線数」、「曲線半径」、「道路標高」の3指標を要

因項目として設定した。 
既述の5指標を算出するため、簡易路側機から取得し

た ETC2.0 プローブデータに、輸送事業者情報データと

地図データ販売会社が提供する道路構造データを統合し

て図化した。 
走行する輸送車両の走行データから、速度超過や急減

速箇所に、車線数、曲線半径、道路標高の道路構造に重

ねることで、下記の特徴を有することが明らかとなり、

安全指導に活用した。 
・ 緩やかな下り勾配で曲線半径が長い区間では、速

度超過が発生しやすい。 

・ 曲線半径が短い区間やトンネル区間が連続する区

間では、0.3Ｇ以上の急ブレーキが起きやすい。 

c) AIカメラ高機能トラカンによる輸送車両の影響評価 

一般道における混雑発生箇所として、国道6号（知命

寺交差点～高万迫交差点）が指摘され、交通状況の把握

と迂回対策等の立案および評価を行った。 
国道6号において速度低下が発生している時間帯は、

午後２時から５時に集中しており、輸送業務が完了し車

両基地に帰投する帰投車両が多く含まれていることが現

地調査により確認された。 
帰投時における輸送車両の走行状況は、GPS 車載器

による運行管理を終えているため、輸送車両の通行台数

を確認するためには、毎回人手で調査することとなり多

大な費用や時間を要する。そのため、走行状況を撮影し

た映像を基に AI 技術を活用し、輸送車両の運転席背面

に設置した大型ステッカーを自動識別し輸送車両の走行

台数を一般車と識別して計測した。(図-7-10,11) 

図-7-7 福島県内の主な輸送ルート（2021年度）と

簡易型路側機設置箇所 

図-7-8  交通量と平均旅行速度(2021.4の一例) 

図 7-10 国道 6号における交通量の把握概要 
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計測した交通量と速度データを基に、速度低下が発生

する際の交通量を検討した。交通量と速度の関係性につ

いて、QV 図に整理することで速度低下が発生する際の

交通量を抽出した。以下のQV図に示す通り、臨界状態

における交通量としてはおよそ 170～250［pcu/15 分］

となっており、速度低下がみられる際の交通量としては

幅を持っていることが確認された。そこで、170～250
［pcu/15分］のおよそ半分程度の 210［pcu/15分］を速

度低下が発生する目安として、つまり1時間あたりの交

通量としては840[pcu/h]と設定した。 
その上で、一般交通の混雑時間帯の一般車両の流入量

が約 600pcu/h となっていることから、輸送車両の 1 時

間あたりのコントロール量は、約 240pcu（＝約 120 台

/h）程度を目安とし、帰投車両のルート変更等の対策に

より改善した． 

8. 中間貯蔵施設エリアの渋滞対策 

 

(1) 高線量環境下における測量技術 

除去土壌等の大規模輸送の開始まで限られた時間の中，

輸送ルートの検討においては現状の道路構造や付帯施設，

沿道の土地利用状況などを的確に把握する必要があった

が，特に中間貯蔵施設の施設整備前は高線量下であった． 

そのため，輸送ルートの現状を迅速かつ安全に把握す

るため，本事業では「モービルマッピングシステム」

（以下，「ＭＭＳ」という）による沿道の3次元点群デ

ータおよび全周囲画像を取得し，各種検討に活用した． 

 
図-8-1 ﾓー ﾋ゙ ﾙﾏｯﾋ ﾝ゚ｸ゙ ｼｽﾃﾑ

（上）とそのﾃ゙ ﾀーを活用し

た図化ｲﾒ ｼー゙ （下） 

図-8-2 MMS計測ルート 
 

 

(2) ボトルネック箇所抽出のための交通流解析 

輸送事業、中間貯蔵施設整備事業、入退域管理ゲート、

放射線スクリーニング施設等の運用情報を収集・把握し

た上で、中間貯蔵施設および周辺道路を対象としたミク

ロ交通シミュレーションを行い、進入・受入・退場まで

のプロセス効率化及び施設規模による輸送量等の制約条

件の検討を行った。 

交通シミュレーションの実施にあたっては、輸送等計

画関連情報等を随時更新し、GIS を活用した可視化と一

元管理を実施した。 

これにより、中間貯蔵施設内および周辺道路に与える

影響を定量的に評価し、想定される課題を抽出するとと

もに、円滑な事業を進めるための対応策及び配慮事項・

留意事項を整理した。 

中間貯蔵施設内及び周辺道路に対する網羅的な課題箇

所の抽出と実現可能な対策案の早期策定，実施判断、時

空間的な課題について，交通シミュレーション等を活用

し可視化することで，関係者間との早期の合意形成の実

現を可能とするため、交通シミュレーションに情報を一

元管理し，タイムリーかつ網羅的な課題箇所の抽出を可

能とした． 

また、用地買収，施設計画，施工、輸送が同時並行で

行われる中で、交通シミュレーションによる解析結果を

基に施設内道路交通対策の基本方針（安全性，円滑性，

図 7-11 AIカメラによる交通量計測状況 
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図-7-12 国道 6号下り方向におけるQV図 
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図 7-13 調整可能な輸送車両の交通量 
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代替性）を定めた上で、早期の施設内の道路整備ならび

に輸送車両、工事関係車両の通行ルールを作成し、交通

集中による滞留の早期解消を図った。 

 

 

 

 

 

 

9. さいごに 

 福島県内の除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送は、震

災後の復興を加速化するためにも、早期の完了を目指し

ている。 

震災復興に伴い道路交通状況が変化する中で、福島

県のほぼ全域から除去土壌を大量に輸送する事業のた

め、地域住民、交通利用者の理解と協力が必要であり、

毎年輸送実施計画を立案、公表している。膨大な除去

土壌等を短期間に輸送するため、ICT 技術を積極的に導

入し、大量輸送による一般交通への渋滞等による影響

を回避すべくPDCA管理を推進した。 

ETC2.0プローブデータ、トラフィックカウンター、全

輸送車両に搭載したGPS車載器位置情報により、定量的

な交通状況をを把握し、全車の輸送サイクルタイムの

調整を図るため、データベースシステムを構築するこ

とにより、時間交通量の平準化を図り輸送車両が集中

することによる渋滞発生を抑制した。 

また、AI カメラにより車両走行状況把握をすること

により、車間距離、車群長を評価することで、事故、

渋滞の未然防止に有効な情報が得られ、管理や安全指

導に活用することができた。今後の自動運転技術の導

入に向けて、外部カメラからの情報を付加することで

安全性を高めることが考えられる。 

ETC2.0特定プローブデータにより、高速道路における

輸送車両の速度低下の特性を把握するとともに、山間部

の非直轄国道における安全走行指導のために急減速や速

度超過の分析に活用した。路側機の設置の拡充と双方向

通信により、運転者が危険を迅速に察知できる仕組みが

導入されることが望まれる。 

 

今後は帰還困難区域内の輸送を中心に継続するため、 

引き続き、輸送車両による事故、渋滞抑止のため、各種

データを活用しながら輸送の完了を目指すこととしてい

る。 
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図-8-4 交通シミュレーション範囲（双葉工区拡大） 

図-8-5 シミュレーション画面 

（受入分別施設・スクリーニング施設） 

図-8-3 交通シミュレーション範囲 
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